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参考資料１



 

地方独立行政法人法（ 抄）  

 

 （ 中期目標）  

第二十五条 設立団体の長は、 三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべ

き業務運営に関する目標( 以下「 中期目標」 と いう 。 ) を定め、 当該中期目標を当該地方独立

行政法人に指示すると と も に、 公表し なければなら ない。 当該中期目標を変更し たと き も 、

同様と する 。  

２  中期目標においては、 次に掲げる 事項について具体的に定めるも のと する 。  

一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう 。 以下同じ 。 )

二 住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 事項 

三 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

四 財務内容の改善に関する事項 

五 その他業務運営に関する重要事項 

３  設立団体の長は、 中期目標を定め、 又はこ れを変更し よう と すると き は、 あら かじ め、 評

価委員会の意見を聴く と と も に、 議会の議決を経なければなら ない。  

（ 中期計画）  

第二十六条 地方独立行政法人は、 前条第一項の指示を受けたと きは、 中期目標に基づき 、 設

立団体の規則で定めると こ ろによ り 、 当該中期目標を達成する ための計画( 以下「 中期計

画」 と いう 。 ) を作成し 、 設立団体の長の認可を受けなければなら ない。 当該中期計画を変

更し よ う と すると きも 、 同様と する。  

２  中期計画においては、 次に掲げる 事項を定める も のと する。  

一 住民に対し て提供する サービスその他の業務の質の向上に関する 目標を達成するためと

る べき 措置 

二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成する ためと るべき 措置 

三 予算( 人件費の見積り を含む。 )、 収支計画及び資金計画 

四 短期借入金の限度額 

四の二 出資等に係る不要財産又は出資等に係る 不要財産と なるこ と が見込まれる 財産があ

る 場合には、 当該財産の処分に関する計画 

五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し 、 又は担保に供し よ う と すると きは、 そ

の計画 

六 剰余金の使途 



 

七 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

３  設立団体の長は、 第一項の認可をし た中期計画が前条第二項第二号から 第五号までに掲げ

る事項の適正かつ確実な実施上不適当と なったと 認める と きは、 その中期計画を変更すべき

こ と を命ずるこ と ができる 。  

４  地方独立行政法人は、 第一項の認可を受けたと きは、 遅滞なく 、 その中期計画を公表し な

ければなら ない。  

 （ 年度計画）  

第二十七条 地方独立行政法人は、 毎事業年度の開始前に、 前条第一項の認可を受けた中期計

画( 同項後段の規定によ る変更の認可を受けたと きは、 当該変更後の中期計画。 以下「 認可

中期計画」 と いう 。 )に基づき 、 設立団体の規則で定める と こ ろによ り 、 その事業年度の業

務運営に関する計画(以下こ の条及び第二十九条において「 年度計画」 と いう 。 ) を定め、 当

該年度計画を設立団体の長に届け出ると と も に、 公表し なければなら ない。 当該年度計画を

変更し たと きも 、 同様と する。  

２  地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、 前項中「 毎事業年度の開始前

に、 前条第一項の認可を受けた」 と あるのは、 「 その成立後最初の中期計画について前条第

一項の認可を受けた後遅滞なく 、 その」 と する。  

（ 各事業年度に係る業務の実績等に関する 評価等）  

第二十八条 地方独立行政法人は、 毎事業年度の終了後、 当該事業年度が次の各号に掲げる事

業年度のいずれに該当する かに応じ 当該各号に定める事項について、 設立団体の長の評価を

受けなければなら ない。  

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における 業務の実績 

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績

及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における 業務の実績 

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における 業務の実績及び中期目標の期

間における業務の実績 

２  地方独立行政法人は、 前項の評価を受けよう と する と きは、 設立団体の規則で定める と こ

ろによ り 、 各事業年度の終了後三月以内に、 同項第一号、 第二号又は第三号に定める事項及

び当該事項について自ら 評価を行った結果を明ら かにし た報告書を設立団体の長に提出する

と と も に、 公表し なければなら ない。  

３  第一項の評価は、 同項第一号、 第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付

し て、 行わなければなら ない。 こ の場合において、 同項各号に規定する 当該事業年度におけ



 

る業務の実績に関する評価は、 当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を

行い、 その結果を考慮し て行わなければなら ない。  

４  設立団体の長は、 第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標

の期間における業務の実績に関する評価を行う と きは、 あら かじ め、 評価委員会の意見を聴

かなければなら ない。  

５  設立団体の長は、 第一項の評価を行ったと きは、 遅滞なく 、 当該地方独立行政法人に対し

て、 その評価の結果を通知し 、 公表すると と も に、 議会に報告し なければなら ない。  

６  設立団体の長は、 第一項の評価の結果に基づき 必要があると 認める と きは、 当該地方独立

行政法人に対し 、 業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる こ と を命ずるこ と ができ る。  

（ 評価の結果の取扱い等）  

第二十九条 地方独立行政法人は、 前条第一項の評価の結果を、 中期計画及び年度計画並びに

業務運営の改善に適切に反映さ せると と も に、 毎年度、 当該評価の結果の反映状況を公表し

なければなら ない。  

（ 中期目標の期間の終了時の検討）  

第三十条 設立団体の長は、 第二十八条第一項第二号に規定する 中期目標の期間の終了時に見

込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったと き は、 中期目標の期間

の終了時までに、 当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業

務及び組織の全般にわたる 検討を行い、 その結果に基づき 、 業務の廃止若し く は移管又は組

織の廃止その他の所要の措置を講ずるも のと する 。  

２  設立団体の長は、 前項の規定によ る検討を行う に当たっては、 評価委員会の意見を聴かな

ければなら ない。  

３  設立団体の長は、 第一項の検討の結果及び同項の規定によ り 講ずる 措置の内容を公表し な

ければなら ない。  



 

静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会条例 

平成26年10月14日 

条例第119号 

改正 平成27年12月15日条例第117号 

平成30年３ 月20日条例第21号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の条例は、 地方独立行政法人法（ 平成15年法律第118号。 以下「 法」 と いう 。 ） 第

11条第２ 項第６ 号及び第４ 項の規定に基づき 、 地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員

会（ 以下「 委員会」 と いう 。 ） が処理すべき 事項並びに委員会の組織及び委員その他必要な

事項を定める も のと する。  

（ 委員会が処理すべき事項）  

第２ 条 委員会は、 法に定める も ののほか、 市長の諮問に応じ て、 次に掲げる 事項を処理す

る。  

（ １ ） 法第26条第１ 項の規定による中期計画の認可に関し 意見を述べる こ と 。  

（ ２ ） 法第28条第１ 項各号に定める業務の実績に関する 評価（ 同条第４ 項に規定する評価を

除く 。 ） に関し 意見を述べるこ と 。  

（ ３ ） 前２ 号に掲げるも ののほか、 市長が必要があると 認める事項に関するこ と 。  

（ 組織及び委員）  

第３ 条 委員会は、 委員６ 人以内をも って組織する 。  

２  委員は、 次に掲げる者のう ちから 、 市長が委嘱する 。  

（ １ ） 医療又は事業の経営に関し 識見を有する者 

（ ２ ） 市民 

３  市長は、 前項第２ 号に掲げる委員の選任に当たっては、 公募の方法による よ う 努める も の

と する。  

４  委員の任期は２ 年と する。 ただし 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する。  

５  委員は、 再任さ れるこ と ができる 。  

６  特別の事項を調査審議する ため必要があると き は、 委員会に臨時委員を置く こ と ができ

る。  

７  臨時委員は、 当該特別の事項に関し 識見を有する者のう ちから 、 市長が委嘱する。  

８  臨時委員は、 当該特別の事項に関する 調査審議が終了し たと きは、 解任さ れる も のと す

る。  



 

（ 委員長）  

第４ 条 委員会に委員長を置き 、 委員の互選によ り こ れを定める 。  

２  委員長は、 委員会の会務を総理し 、 委員会を代表する 。  

３  委員長は、 委員会の会議の議長と なる 。  

４  委員長に事故があると き、 又は委員長が欠けたと き は、 委員長があら かじ め指名する 委員

が、 その職務を代理する。  

（ 会議）  

第５ 条 委員会の会議は、 委員長が招集する 。  

２  委員会は、 委員（ 議事に関係のある臨時委員を含む。 次項において同じ 。 ） の半数以上が

出席し なければ、 会議を開く こ と ができない。  

３  委員会の議事は、 出席し た委員の過半数をも って決し 、 可否同数のと きは、 議長の決する

と こ ろによ る 。  

４  委員会は、 必要がある と 認めると きは、 会議に関係者の出席を求め、 その意見又は説明を

聴く こ と ができる 。  

（ 庶務）  

第６ 条 委員会の庶務は、 保健福祉長寿局において処理する。  

（ 委任）  

第７ 条 こ の条例に定める も ののほか、 委員会の運営に関し 必要な事項は、 委員長が委員会に

諮って定める 。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成26年12月15日から 施行する。  

（ 委員の任期の特例）  

２  第２ 条第４ 項の規定にかかわら ず、 こ の条例の施行の日以後最初に委嘱さ れる 委員の任期

は、 平成30年３ 月31日までと する。  

附 則（ 平成27年12月15日条例第117号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成28年４ 月１ 日から 施行する。  

附 則（ 平成30年３ 月20日条例第21号）  

こ の条例は、 平成30年４ 月１ 日から 施行する 。  



 

静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院の業務運営等に関する規則 

平成28年３ 月31日 

規則第44号 

改正 平成30年３ 月30日規則第57号 

 令和５ 年３ 月31日規則第33号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の規則は、 地方独立行政法人法（ 平成15年法律第118号。 以下「 法」 と いう 。 ） の

規定に基づき 、 地方独立行政法人静岡市立静岡病院（ 以下「 法人」 と いう 。 ） の業務運営並

びに財務及び会計に関し 必要な事項を定める も のと する 。  

（ 監査報告の作成）  

第２ 条 監事は、 法第13条第４ 項の規定に基づき監査報告を作成し 、 及びその職務を適切に遂

行するため、 次に掲げる者と の意思疎通を図り 、 情報の収集及び監査の環境の整備に努めな

ければなら ない。 こ の場合において、 役員（ 監事を除く 。 第１ 号並びに第４ 項第５ 号及び第

６ 号において同じ 。 ） は、 監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意し なければな

ら ない。  

（ １ ） 法人の役員及び職員 

（ ２ ） 前号に掲げる者のほか、 監事が適切に職務を遂行するに当たり 意思疎通を図るべき 者 

２  前項の規定は、 監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持するこ と ができなく なる おそ

れのある関係の創設及び維持を認める も のと 解し てはなら ない。  

３  監事は、 その職務の遂行に当たり 、 必要に応じ 、 法人の他の監事と の意思疎通及び情報の

交換を図るよ う 努めなければなら ない。  

４  監査報告には、 次に掲げる 事項を記載し なければなら ない。  

（ １ ） 監事の監査の方法及びその内容 

（ ２ ） 法人の業務が、 法令等、 中期計画（ 法第26条第１ 項に規定する中期計画をいう 。 以下

同じ 。 ） 及び年度計画（ 法第27条第１ 項に規定する 年度計画をいう 。 以下同じ 。 ） に従い

適正に実施さ れているかどう かについての意見 

（ ３ ） 財務諸表（ 利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く 。 ） が、 法人の財政状態、

運営状況、 キャッ シュ・ フロ ーの状況等を全ての重要な点において適正に表示し ているか

どう かについての意見 

（ ４ ） 利益の処分又は損失の処理に関する 書類、 事業報告書（ 会計に関する部分に限る。 ）

及び決算報告書に関し て必要な報告 



 

（ ５ ） 法人の役員の職務の執行が法令等に適合する こ と を確保するための体制その他法人の

業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 

（ ６ ） 法人の役員の職務の遂行に関し 、 不正の行為又は法令等に違反する 重大な事実があっ

たと き は、 その事実 

（ ７ ） 監査のため必要な調査ができなかったと きは、 その旨及びその理由 

（ ８ ） 監査報告を作成し た日 

（ 監事の調査の対象と なる 書類）  

第３ 条 法第13条第６ 項第２ 号に規定する 規則で定める 書類は、 こ の規則の規定に基づき 市長

に提出する書類と する。  

（ 業務方法書の記載事項）  

第４ 条 法第22条第２ 項の規定によ り 規則で定める 業務方法書に記載すべき事項は、 次のと お

り と する。  

（ １ ） 法人の定款に規定する業務に関する 事項 

（ ２ ） 業務を委託する場合の基準 

（ ３ ） 競争入札その他契約に関する基本的な事項 

（ ４ ） 前３ 号に掲げるも ののほか、 法人の業務の執行に関し 必要な事項 

（ 中期計画の認可の申請）  

第５ 条 法人は、 法第26条第１ 項前段の規定によ り 中期計画の認可を受けよう と すると き は、

当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の60日前までに、 申請書に当該中期計画を添えて

市長に提出し なければなら ない。  

２  法人は、 法第26条第１ 項後段の規定によ り 中期計画の変更の認可を受けよ う と すると き

は、 変更し よ う と する事項及びその理由を記載し た申請書を市長に提出し なければなら な

い。  

（ 中期計画の記載事項）  

第６ 条 法第26条第２ 項第７ 号に規定する 規則で定める 業務運営に関する 事項は、 次のと おり

と する。  

（ １ ） 施設及び設備に関する計画 

（ ２ ） 人事に関する計画 

（ ３ ） 中期目標（ 法第25条第１ 項に規定する 中期目標をいう 。 以下同じ 。 ） の期間を超える

債務負担 

（ ４ ） 法第40条第４ 項の規定により 業務の財源に充てる こ と ができる積立金の処分に関する



 

計画 

（ ５ ） 前各号に掲げるも ののほか、 法人の業務運営に関し 必要な事項 

（ 年度計画の記載事項等）  

第７ 条 年度計画には、 中期計画に定めた事項に関し 、 当該事業年度において実施すべき 事項

を記載するも のと し 、 法第27条第１ 項前段の規定によ る 届出は、 届出書に当該年度計画を添

えて市長に提出し なければなら ない。  

２  法人は、 年度計画を変更し たと き は、 法第27条第１ 項後段の規定によ り 、 変更し た事項及

びその理由を記載し た届出書を市長に提出し なければなら ない。  

（ 業務実績等報告書）  

第８ 条 法第28条第２ 項に規定する報告書には、 当該報告書が次の表の左欄に掲げる報告書の

区分に応じ 、 同表の中欄に掲げる項目ごと に同表の右欄に掲げる 事項を記載し なければなら

ない。  

１  事業年度

における業

務の実績及

び当該実績

について自

ら 評価を行

った結果を

明ら かにし

た報告書 

当該事業

年度に係

る年度計

画に定め

た項目 

（ １ ）  当該事業年度における 業務の実績。 なお、 当該業務の実績

は、 次に掲げる事項を明ら かにし たも のでなければなら ない。  

ア 中期計画及び年度計画の実施状況 

イ  当該事業年度における 業務運営の状況 

ウ 当該項目に係る指標がある 場合には、 当該指標及び当該事業

年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年

度の当該指標の数値 

（ ２ ）  当該項目が法第25条第２ 項第２ 号から 第５ 号までに掲げる

事項に係る も のである 場合には、 （ １ ） に掲げる 業務の実績につ

いて法人が評価を行った結果。 なお、 当該評価を行った結果は、

次に掲げる 事項を明ら かにし たも のでなければなら ない。  

ア 評定及び当該評定を付し た理由 

イ  業務運営上の課題が検出さ れた場合には、 当該課題及び当該

課題に対する改善方策 

ウ 過去の報告書に記載さ れた改善方策のう ちその実施が完了し

た旨の記載がないも のがある場合には、 その実施状況 

２  中期目標

の期間の終

了時に見込

中期計画

に定めた

項目 

（ １ ）  中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間にお

ける業務の実績。 なお、 当該業務の実績は、 次に掲げる事項を明

ら かにし たも のでなければなら ない。  



 

まれる 中期

目標の期間

における業

務の実績及

び当該実績

について自

ら 評価を行

った結果を

明ら かにす

る報告書 

ア 中期目標及び中期計画の実施状況 

イ  当該期間における 業務運営の状況 

ウ 当該項目に係る指標がある 場合には、 当該指標及び当該期間

における毎年度の当該指標の数値 

（ ２ ）  当該項目が法第25条第２ 項第２ 号から 第５ 号までに掲げる

事項に係る も のである 場合には、 （ １ ） に掲げる 業務の実績につ

いて法人が評価を行った結果。 なお、 当該評価を行った結果は、

次に掲げる 事項を明ら かにし たも のでなければなら ない。  

ア 評定及び当該評定を付し た理由 

イ  業務運営上の課題が検出さ れた場合には、 当該課題及び当該

課題に対する改善方策 

ウ 過去の報告書に記載さ れた改善方策のう ちその実施が完了し

た旨の記載がないも のがある場合には、 その実施状況 

３  中期目標

の期間にお

ける 業務の

実績及び当

該実績につ

いて自ら 評

価を行った

結果を明ら

かにする報

告書 

中期計画

に定めた

項目 

（ １ ）  中期目標の期間における業務の実績。 なお、 当該業務の実

績は、 次に掲げる 事項を明ら かにし たも のでなければなら ない。  

ア 中期目標及び中期計画の実施状況 

イ  当該期間における 業務運営の状況 

ウ 当該項目に係る指標がある 場合には、 当該指標及び当該期間

における毎年度の当該指標の数値 

（ ２ ）  当該項目が法第25条第２ 項第２ 号から 第５ 号までに掲げる

事項に係る も のである 場合には、 （ １ ） に掲げる 業務の実績につ

いて法人が評価を行った結果。 なお、 当該評価を行った結果は、

次に掲げる 事項を明ら かにし たも のでなければなら ない。  

ア 評定及び当該評定を付し た理由 

イ  業務運営上の課題が検出さ れた場合には、 当該課題及び当該

課題に対する改善方策 

ウ 過去の報告書に記載さ れた改善方策のう ちその実施が完了し

た旨の記載がないも のがある場合には、 その実施状況 

（ 会計処理）  

第９ 条 市長は、 法人が業務のため取得し よ う と し ている 償却資産についてその減価に対応す

べき 収益の獲得が予定さ れないと 認めら れる 場合には、 その取得までの間に限り 、 当該償却



 

資産を指定するこ と ができ る。  

２  前項の規定による 指定を受けた償却資産の減価償却については、 減価償却費は計上せず、

資産の減価額と 同額を資本剰余金に対する 控除と し て計上するも のと する 。  

（ 財務諸表）  

第10条 法第34条第１ 項に規定する規則で定める書類は、 地方独立行政法人会計基準及び地方

独立行政法人会計基準注解（ 平成16年総務省告示第221号） に規定する 純資産変動計算書、

キャ ッ シュ・ フロ ー計算書及び行政コ スト 計算書と する 。  

（ 事業報告書の作成）  

第11条 法第34条第２ 項に規定する事業報告書は、 次に掲げる事項を記載し て作成するも のと

する 。  

（ １ ） 法人の名称、 所在地、 設立年月日、 組織図、 役員の状況その他法人に関する 基礎的な

情報 

（ ２ ） 病院の名称、 所在地、 理念、 沿革、 許可病床数、 主な役割及び機能、 診療科目、 職員

数その他病院に関する基礎的な情報 

（ ３ ） 財務諸表の概要 

（ ４ ） 業務の実績に関する 説明 

（ ５ ） 内部統制に関する情報 

（ 財務諸表等の閲覧期間）  

第12条 法第34条第３ 項に規定する規則で定める期間は、 ５ 年と する。  

（ 積立金の処分に係る承認の手続）  

第13条 法人は、 法第40条第４ 項の承認を受けよ う と する と きは、 次に掲げる 事項を記載し た

申請書を市長に提出し 、 当該中期目標の期間の最後の事業年度（ 以下「 期間最後の事業年

度」 と いう 。 ） の次の事業年度の６ 月30日までに、 同項の規定によ る承認を受けなければな

ら ない。  

（ １ ） 承認を受けよ う と する金額 

（ ２ ） 前号の金額を財源に充てよう と する 業務の内容 

２  前項の申請書には、 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後

の事業年度の損益計算書その他市長が必要と 認める 事項を記載し た書類を添付し なければな

ら ない。  

（ 納付金の納付の手続）  

第14条 法人は、 法第40条第５ 項に規定する 残余がある と きは、 同項の規定によ り 納付する残



 

余（ 以下「 納付金」 と いう 。 ） の額の計算書に、 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸

借対照表、 当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明ら か

にする書類を添付し て、 当該期間最後の事業年度の次の事業年度の６ 月30日までに、 市長に

提出し なければなら ない。 ただし 、 前条第１ 項の申請書を提出し たと き は、 こ れに添付し た

同条第２ 項に規定する書類を重ねて提出する こ と を要し ない。  

２  納付金は、 当該期間最後の事業年度の次の事業年度の７ 月10日までに納付し なければなら

ない。  

（ 短期借入金等の認可の申請）  

第15条 法人は、 法第41条第１ 項ただし 書の規定によ り 短期借入金に係る 認可を受けよう と す

ると き、 又は同条第２ 項ただし 書の規定によ り 短期借入金の借換えに係る 認可を受けよう と

する と きは、 次に掲げる事項を記載し た申請書を市長に提出し なければなら ない。  

（ １ ） 借入れ又は借換えを必要と する 理由 

（ ２ ） 借入金の額 

（ ３ ） 借入先 

（ ４ ） 借入金の利率 

（ ５ ） 借入金の償還の方法及び期限 

（ ６ ） 利息の支払の方法及び期限 

（ ７ ） 前各号に掲げるも ののほか、 市長が必要と 認める 事項 

（ 重要な財産の処分等の認可の申請）  

第16条 法人は、 法第44条第１ 項本文の規定によ り 重要な財産を譲渡し 、 又は担保に供するこ

と （ 以下「 処分等」 と いう 。 ） について認可を受けよ う と すると きは、 次に掲げる 事項を記

載し た申請書を市長に提出し なければなら ない。  

（ １ ） 処分等に係る財産の内容及び予定価格（ 適正な対価を得てする売払い以外の方法によ

り 処分等をする場合にあっては、 その適正な見積価額）  

（ ２ ） 処分等の条件 

（ ３ ） 処分等の方法 

（ ４ ） 処分等によ り 法人の業務運営上支障が生じ ない旨及びその理由 

（ 内部組織）  

第17条 法第56条の２ 第１ 号に規定する離職前５ 年間に在職し ていた当該一般地方独立行政法

人の内部組織と し て規則で定めるも のは、 現に存する理事長の直近下位の内部組織と し て市

長が定めるも の（ 次項において「 現内部組織」 と いう 。 ） であって再就職者（ 離職後２ 年を



 

経過し た者を除く 。 次項において同じ 。 ） が離職前５ 年間に在職し ていたも のと する。  

２  直近７ 年間に存し 、 又は存し ていた理事長の直近下位の内部組織と し て市長が定める も の

であって再就職者が離職前５ 年間に在職し ていたも のが行っていた業務を現内部組織（ 当該

内部組織が現内部組織である場合にあっては、 他の現内部組織） が行っている 場合における

前項の規定の適用については、 当該再就職者が離職前５ 年間に当該現内部組織に在職し てい

たも のと みなす。  

（ 管理又は監督の地位）  

第18条 法第56条の２ 第２ 号に規定する管理又は監督の地位と し て規則で定めるも のは、 静岡

市職員の退職管理に関する 規則（ 平成28年静岡市人事委員会規則第１ 号） 第22条各号に掲げ

る職に相当するも のと する 。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の規則は、 法人の成立の日から 施行する。  

（ 経過措置）  

２  法人の成立後最初の中期計画に係る第３ 条第１ 項の規定の適用については、 同項中「 当該

中期計画の最初の事業年度の開始の日の60日前までに」 と あるのは、 「 法第25条第１ 項前段

の規定によ る 市長の指示を受けた後遅滞なく 」 と する。  

附 則（ 平成30年３ 月30日規則第57号）  

こ の規則は、 平成30年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和５ 年３ 月31日規則第33号）  

こ の規則は、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 



 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院の業務の実績等に関する評価に係る 基本方針 

 

 地方独立行政法人法（ 平成15年法律第118号。 以下「 法」 と いう 。 ） 第28条第１ 項各号の規

定に基づく 地方独立行政法人静岡市立静岡病院（ 以下「 法人」 と いう 。 ） の業務の実績等に関

する 評価（ 以下「 評価」 と いう 。 ） は、 以下の基本方針に基づき 実施する 。  

 

１  評価方針 

 （ １ ） 法第28条第１ 項各号の規定に基づく 各事業年度における 業務の実績に関する評価（ 以

下「 年度評価」 と いう 。 ）  

当該事業年度における 中期計画の実施状況の調査をし 、 及び分析をし 、 並びにこ れら の

調査及び分析の結果を考慮し て当該事業年度における 業務の実績の全体について総合的に

評価する。   

 （ ２ ） 法第28条第１ 項第２ 号の規定に基づく 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標

の期間における 業務の実績に関する評価（ 以下「 中期目標期間見込評価」 と いう 。 ）  

   当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし 、 及び分析をし 、 並びにこ

れら の調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間の終了時に見込まれる当該中期

目標の期間における業務の実績の全体について総合的に評価する。  

 （ ３ ） 法第28条第１ 項第３ 号の規定に基づく 中期目標に係る業務の実績に関する 評価（ 以下

「 中期目標期間評価」 と いう 。 ）  

   当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし 、 及び分析をし 、 並びにこ

れら の調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における 業務の実績の全体につ

いて総合的に評価する 。  

 （ ４ ） 評価は次の観点から 行う こ と と する 。  

①中期計画の内容が実施さ れ、 中期目標が達成さ れるこ と  

②法人の業務運営が適正かつ効率的に行われている こ と  

③法人の組織及び運営の状況が住民に明ら かにさ れている こ と  

 

２  評価方法 

 （ １ ） 年度評価 

   中期計画及び年度計画に記載さ れている項目別及び全体について、 業務の実績を評価す

る 。  



 

      なお、 年度評価に係る 評価基準等の詳細については、 別途実施要領で定める 。  

   ①項目別評価 

     法人が小項目について病院の実績がわかるよ う に自己点検・ 自己評価を行い、 こ れ

に基づき市長は、 当該事業年度における中期計画の実施状況を確認及び分析し 、 小項

目ごと に評価する 。  

   ②全体評価 

 市長は、 項目別評価の結果を踏まえ、 当該事業年度における業務の実績の全体につい

て総合的に評価する。   

    改善すべき事項がある 場合は、 その旨を指摘する 。 また、 必要がある と 認めると き

は、 法第28条第６ 項に基づく 必要な措置を講ずるこ と を命ずるこ と と する 。  

 

 （ ２ ） 中期目標期間見込評価 

   中期計画に記載さ れている項目別及び全体について、 中期目標の期間の終了時に見込ま

れる 中期目標の期間における業務の実績を評価する。  

     なお、 中期目標期間見込評価に係る評価基準等の詳細については、 別途実施要領で定め

る 。  

   ①項目別評価 

     法人が小項目について病院の実績がわかるよ う に自己点検・ 自己評価を行い、 こ れ

に基づき市長は、 当該中期目標期間中に行った年度評価も 踏まえ、 中期目標の期間の

終了時に見込まれる中期目標の達成状況を確認及び分析し 、 小項目ごと に評価する 。  

   ②全体評価 

     市長は、 項目別評価の結果を踏まえ、 当該中期目標期間における業務の実績の全体

について総合的に評価する 。   

     改善すべき 事項がある場合は、 その旨を指摘する。 また、 必要があると 認める と き

は、 法第28条第６ 項に基づく 必要な措置を講ずる こ と を命ずる こ と と する 。  

 

 （ ３ ） 中期目標期間評価 

   中期計画に記載さ れている項目別及び全体について、 業務の実績を評価する 。  

なお、 中期目標期間評価に係る評価基準等の詳細については、 別途実施要領で定める 。  

   ①項目別評価 

     法人が、 小項目について病院の実績がわかるよ う に自己点検・ 自己評価を行い、 こ



 

れに基づき市長は、 当該中期目標期間中に行った年度評価も 踏まえ、 中期目標の達成状

況を確認及び分析し 、 小項目ごと に評価する 。  

   ②全体評価 

    市長は、 項目別評価の結果を踏まえ、 当該中期目標期間における 業務の実績の全体に

ついて総合的に評価する。  

改善すべき 事項がある 場合は、 その旨を指摘する 。 また、 必要がある と 認める と き

は、 法第28条第６ 項に基づく 必要な措置を講ずるこ と を命ずるこ と と する 。  

 

３  評価の進め方 

 （ １ ） 法人から の報告書の提出 

   法人は、 法第28条第２ 項の規定に基づき、 各事業年度の終了後３ 月以内に、 静岡市地方

独立行政法人静岡市立静岡病院の業務運営等に関する 規則第８ の規定に基づき 各報告書を

作成し 、 市長に提出すると と も に、 公表する も のと する。  

 （ ２ ） 評価の実施 

   市長は、 提出さ れた報告書に基づいて確認及び分析を実施し 、 総合的な評価を行う 。  

   市長は、 評価を行う と き は、 あら かじ め、 地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員

会（ 以下、 「 評価委員会」 と いう 。 ） の意見を聴く こ と と する。  

   なお、 市長は評価に当たり 、 法人から 意見又は説明を聴く こ と ができる も のと する 。  

 （ ３ ） 法人への意見申立て機会の付与 

   市長は、 評価結果の決定に当たり 、 評価結果案について法人から 意見の申し 立てがあっ

た場合は、 その機会を法人に付与するこ と と する。  

 

４  評価結果の活用 

評価委員会は、 法第30条の規定に基づく 市長の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性

その他その業務及び組織の全般にわたる検討や、 法第25条及び法第26条の規定に基づく 市長

の次期中期目標の策定及び次期中期計画の認可に関し て意見を述べる と きは、 それまでに市

長が行った評価結果を踏まえて意見を述べる も のと する 。  

 

 

 

 



 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院の年度評価に係る実施要領 

 

 地方独立行政法人法（ 平成15年法律第118号。 以下「 法」 と いう 。） 第28条第１ 項各号の規定

に基づく 地方独立行政法人静岡市立静岡病院（ 以下「 法人」 と いう 。） の各事業年度における業

務の実績に関する評価（ 以下「 年度評価」 と いう 。） は、「 地方独立行政法人静岡市立静岡病院

の業務の実績等に関する評価に係る基本方針」 に基づき 、 以下の要領によ り 実施する。  

 

１  項目別評価 

  当該年度の年度計画における 「 第２ 」 から 「 第５ 」 までの事項について、 法人が小項目の

実績及び実績に係る自己評価等を記載し た報告書（ 以下「 業務実績報告書」 と いう 。） を作成

し て市長に提出し 、 市長はこ れに基づき小項目の評価を行う 。  

（ １ ） 法人によ る 小項目自己評価 

  ①小項目自己評価 

   自己評価に使用する業務実績報告書は、 でき る限り 具体的かつ定量的に記載する と と も

に、 特色ある 取組、 法人運営や事業実施に当って工夫し たこ と 、 今後の課題などを積極的

に記載するこ と と し 、 自己評価にあたっては、 次の評価基準によ り 評価を行う 。  

 ［ 評価基準］  

「 Ｓ 」： 当該法人の業績向上努力によ り 、年度計画における所期の目標を上回る 成果が得

ら れていると 認めら れる。  

「 Ａ」： 年度計画における所期の目標をおおむね達成し ていると 認めら れる。  

「 Ｂ 」： 年度計画における所期の目標を下回っており 、 必要に応じ て、 改善を求める 。  

「 Ｃ 」： 年度計画における所期の目標を大幅に下回っている 、又は業務の廃止を含めた抜

本的な改善を要する。  

法人を取り 巻く 環境の変化等によ り 、所期の計画の達成が困難な小項目については、「 困

難度」 を「 高」 と 設定するこ と と する。 なお、 困難度「 高」 と 設定し た項目については、

評価を一段階引き 上げるこ と ができる。  

 

   ②細目自己評価 

   小項目自己評価を行う にあたり 、 その自己評価の理由をよ り 明確にする ため、 必要に応

じ て、 小項目の業務内容を細目に区分し 、 実施し た取組、 業務実績及び自己評価を記載す

る 。  



 

細目自己評価にあたっては、 次の評価基準により 評価を行う 。  

［ 評価基準］  

 目標値のある項目 目標値のない項目 

ｓ  計画の水準を上回る 実績 

（ 目標値に対し 115％以上の実績）  

計画の水準を上回っている 

ａ  計画の水準を満たす実績 

（ 目標値に対し 95％以上115％未満の実績）  

計画の水準を満たし ている 

ｂ  計画の水準を下回る 実績 

（ 目標値に対し 75％以上95％未満の実績）  

計画の水準を下回っている 

ｃ  計画の水準を大幅に下回る 実績 

（ 目標値に対し て75％未満の実績）  

計画の水準を大幅に下回っている 

   法人の業務実績のう ち、 法人運営の中で、 重点的に実施し た取組や、 特に重要な業務実

績を「 重点項目」 と 設定するこ と と する 。  

 

（ ２ ） 市長によ る 小項目評価 

   市長は、法人から 提出さ れた業務実績報告書に基づき、年度計画に定めた小項目ごと に、

その実績に対する 評価を行う 。  

   評価に当たっては、 目標値や前年度実績値と 当該年度実績値と の比較だけでなく 、 計画

を達成するための取組等についても 考慮し 、 総合的に評価するこ と と する。  

   市長が、 法人の自己評価と 異なる 評価をする 場合は、 その理由を示すほか、 必要に応じ

て特記事項等を付すこ と と する 。  

   評価基準は１ （ １ ） の評価基準と 同様と する 。  

 

２  全体評価 

  市長は、 項目別評価を踏まえ、 年度計画及び中期計画の全体的な進捗状況について、 総合

的な評価を記述式により 行う 。  

 また、 改善すべき 事項がある場合は、 その旨を指摘する。 また、 必要がある と 認める と き

は、 法第28条第６ 項に基づき、 法人に対し 、 必要な措置を講ずるこ と を命ずる こ と と する。  

 

３  評価委員会から の意見聴取 

市長は、 前述の項目別評価、 全体評価を行う と きは、 あら かじ め、 地方独立行政法人静岡

市立静岡病院評価委員会の意見を聴く こ と と する 。  

 


